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自転車による交通事故の発生場所で、最も多い
のが「交差点」です。事故の約 6 割が交差点で
発生しています。

これ、違反です！

「いつもの道だから」「少しの距離だから」
と確認を怠ると、以下の反則金が課されます。

交差点に注意！
  事故の約 6 割は交差点で発生！

一 時 不 停 止

5,000円反則金

交差点右左折方法違反

3,000円反則金

夕方の時間帯（16 時～ 18 時）、特に下校時間と
重なる時間帯に事故が急増！その多くを 10 代
の学生が占めています。

これ、違反です！

ライトをつけずに走行・友達と話しながら
などの並走運転で、以下の反則金が課されます。

無　灯　火

5,000円反則金

並 走 運 転

3,000円反則金

下校時間にご用心！
   夕方は自転車事故の危険タイム

これまでは、自転車のルール違反に対して「警
察官からの注意（指導）」か、重い罰則を伴う「赤
切符」のどちらかでした。

新しく導入された「青切符」とは

16 歳以上の自転車運転者を対象に、傘さし運
転・ヘッドホン使用などの危険な運転行為に対
して「反則金」の納付を求めるものです。
青切符を切られた後に反則金を納めないと、こ
れまでの「赤切符」と同様に、
刑事罰の対象（前科がつく可
能性）となります。

 「青切符」ってそもそも何？

青切符制度の
概要はこちら

本当に自 転 車自 転 車自 転 車自 転 車
？？

油断せず

気をつけて！
普段何気なく

やってない？

※警察官をかたり青切符を悪用した詐欺事案が確認されています。警察官が取締りの場で反則金を徴収することはありません！

特集 ４月１日から
自転車の青切符制度が導入されました

②広報かんだ  2026.5.25

正直、知らないかも正直、知らないかも

違反すると―

自動車が自転車の右側を追い抜く場合、両者の
間に十分な間隔がないとき、自動車は間隔に応
じた安全な速度で進行する、自転車等はできる
限り道路の左側に寄って通行するという義務
が罰則付きで規定されました。具体的な数値は
法律で規定されていませんが、十分な間隔は約
１～1.5m以上、安全な速度は原則時速20～
30㎞程度が望ましいとされています。

何百回と繰り返してきた、いつもの帰り道。
「慣れている」ことが油断を生んでいるかもしれません。
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問 2 問 1従う信号は歩行者用？車用？従う信号は歩行者用？車用？ 自転車は歩道を走っていいの？自転車は歩道を走っていいの？

走っている場所 従う信号
①車道を走っている
　とき

車両用信号
（車と同じ信号）

②歩道を走っている
　とき 歩行者用信号

③歩行者・自転車専用
　信号があるとき　

歩行者・自転車
専用信号

解説

見落とし見落とし
注意！注意！
見落とし見落とし
注意注意！！

正解は…△（条件付きで〇）
自転車は車道の左側を走るのが原

・ ・
則です。

歩道を走っていいのは次の場合に限られます。

上記に該当し、歩道を走る場合は、歩行者優先、徐行が
義務で、いつでも止まれる速度で走ることが必要です。
さらに注意！
歩道の上では、自転車は双方向に走ることができま
すが、車の進行方向と反対に進んでいる自転車は、
車道に降りた時点で、逆走となります！

① 歩道に「自転車通行可」の標識・標示
がある

② 13歳未満の子ども、70歳以上の高齢者、
身体の不自由な方が運転する場合

③ 車道を走ることが危険な状況である場合

チャレンジ★自転車ルール練習問題

車を運転する人もご注意を！
車が自転車を追い抜くときの新ルール

対象 違反行為 反則金

自動車 歩行者等側方
安全通過義務違反

7,000 円
（普通車）

自転車 被側方通過車義務違反 5,000 円

正解は…△正解は…△（場所によって違う）（場所によって違う）
自転車がどの信号に従うかは、走っている場
所によって異なります。特に多いのが、車道

を走っているのに、歩行者用信号を見てしまうパ
ターン。歩行者用信号が青になっても、車両用信号
が赤であれば自転車は進んではいけません。
気を付けたいのが、自転車専用信号があるとき！
表の③のようにこの標識があるときは、車道を走っ
ていても歩道側の信号に従います。

解説
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自転車のルール…自転車のルール…




